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【 代 表 課 】 

消防総務課  ０４８－８３３－７３３５（直通電話番号） 

（各事業のお問い合わせ先がご不明の場合には、上記代表課にてご確認ください。） 
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事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
(3)
①
(3)
②
(3)
③
(3)
④
(4) (5) (6) (7)

該
当
な
し

方
向
性

見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
２

附
表
１

附
表
２

附
表
３

1 （歳入）行政財産使用料
（歳入）消防施設等維持管理
事業

916 1 1
　行政財産の機能を阻害されることなく、また、行政財産の
効率的利用を考慮し実施している。

　
　消防局では、さいたま市行政財産の使用料に関する条例
に基づき、さいたま市道路占用料徴収条例に準じた金額を
徴収している。

1 施設課 カ-3

2 （歳入）行政財産使用料 （歳入）消防水利整備事業 7 1 1
　行政財産の機能を阻害されることなく、また、行政財産の
効率的利用を考慮し実施している。

　消防局では、さいたま市行政財産の使用料に関する条例
に基づき、さいたま市道路占用料徴収条例に準じた金額を
徴収している。

1 警防課 カ-3

3
（歳入）危険物関係手数料（標
準的な手数料の定めのあるも
の）

（歳入）消防関係事務手数料 5,300 1 1
　地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、標準
的な手数料が定められている。

　

　関東地方の政令指定都市も「地方公共団体の手数料の標
準に関する政令」に基づき本手数料を定めており、さいたま
市も同様に「さいたま市消防関係事務手数条例を定めてい
る。危険物施設の設置許可申請等に伴う手数料納付に未
済はなく、受益者負担の観点からも見直しを必要としない。

1 査察指導課 ク-1

担当局　　　消防局　　　

行革本部
の見解

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額

（千円単位）

事
業
類
型

実
施
方
法

見直しの方向性 職員数

事業の概要
（目的・内容）

提出調書

通番

見直しの判断基準（メルクマール）

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
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①
(3)
②
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③
(3)
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(4) (5) (6) (7)
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見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
２

附
表
１

附
表
２

附
表
３

4 消防業務推進事業 消防業務推進事業 7,715 C  1 1
　消防長の秘書、表彰事務及び円滑かつ効率的な消防業
務を維持するための事業である。

ク
　消防業務の円滑かつ効率的な運営を行う上で必要な事
業であり、今後も継続する必要がある。

1.7 1 消防総務課 ウ-3

5 消防業務推進事業 消防出初式事業 1,875 C 1 1
　消防職員及び消防団員並びに関係団体が集結し、各部
隊の消防力等を広く市民に披露する事業である。

オ
　市民に対し消防行政への理解及び信頼を得る事業であ
り、今後は来場者数を増加させるため広報の方法等を検討
し、継続していく必要がある。

1.2 1 消防総務課 ク-1

6 消防業務推進事業 消防署所整備計画事業 0 C 1 1
　消防力の整備指針（消防庁告示）に基づき、消防署所の
新設や移転、建替え等の計画を策定するものである。

ク
　消防力の整備指針（消防庁告示）に基づき、消防署所を
適正に配置していくとともに、計画的に整備を実施する必要
があることから、継続して事業を推進する。

1.2 1 消防総務課 ケ

7 消防業務推進事業 消防組織管理事業 0 C 1 1

　消防長の権限に属する事務を執行する組織体制を維持
管理するため、必要な調査研究を行う。また、複雑多様化
する災害に的確に対処するとともに、市街地の拡大や人口
増加にも対応した消防体制を構築するため、組織の見直し
を継続的に実施する。

ク
　消防の担うべき責任を確実に果たし、市民の安心・安全
を確保していくため、継続して消防体制の充実強化、高度
化を推進する必要がある。

1.2 1 消防総務課 ケ

8 消防業務推進事業 消防統計事業 0 C 1 1

　さいたま市の災害発生状況等の情報をとりまとめ消防統
計（年報）を作成して公開している。
　また、消防組織法第４０条に基づき消防職員数、災害件
数、消防自動車の保有台数等を国に報告している。

オ

　今年度から広く市民に見てもらえるようにホームページへ
掲載することとし、併せて、統計書を冊子として製本してい
たものを止めてコストの削減を図った。
　また、より市民に災害の発生防止や災害による被害を軽
減してもらうことに役立てもらえるよう見やすくわかりやすい
統計書（消防年報）として内容の改善を図っていくとともに、
市民のニーズにあったものとしていくためアンケート調査等
を実施していくようにする。

1.2 1 消防総務課 オ-9

9 消防業務推進事業 消防長会事業 0 C 1 1
　県内３６消防本部間の連絡調整、情報交換及び総合的研
究等を行い、消防行政の施策や消防財政に対する効果的
な運用の立案及び実施等を行う事業である。

ク
　県内３６消防本部間との消防情報交換、消防制度及び技
術の総合的な研究等を行う事業であり、継続する必要があ
る。

1.7 1 消防総務課 ク-1

10 消防局運営事業 消防局運営事業 135,508 C    1 1
　　消防行政を推進するための事務執行にかかる執務環
境の維持管理（消防服の調達、複写機や仮眠用寝具の借
り上げ等）に係る内部管理事業経費です。

オ
　消防行政を維持するための内部管理事務であり経常的
な経費ではあるが、効率性などの事務改善を実施していく
よう見直しする。

2.5 1 消防総務課 オ-8

11 消防署運営事業 消防署運営事業 5,789 C    1 1
　消防署所における、消防事務の執行及び執務環境を維
持するため、消耗品・物品の調達等に係る内部管理事務経
費です。

オ
　消防行政を維持するための内部管理事務であり経常的
な経費ではあるが、効率性などの事務改善を実施していく
よう見直しする。

0.9 1 消防総務課 オ-8

12 消防団運営事業 消防団運営事業 189,695 C 1 1

　消防団は、わがまちは自らの手で守るという郷土愛精神
に基づき、火災、風水害等の災害に対し、地域防災の中核
として消防防災の重要な役割を果たさなければならない。
また、近年の社会情勢の変化に伴い、複雑多様化・大規模
化する災害に対応するためにも、消防団の役割は、ますま
す重要なものになってきている。この重要な役割をもつ消
防団の組織の充実、強化を図ることを目的として事業を行
うものである。

ク

　近年の社会環境の変化に伴い、災害が複雑大規模化し
ており、消防団の災害活動は、地域社会においてますます
重要なものになってきていることから、消防団員に求められ
る災害対応の知識、技術の習得及び消防団員が安全に活
動できるために装備等の整備を行う必要があることから継
続とする。

3.2 1 1 消防総務課 ケ

13 消防団運営事業 自警消防団助成事業 2,100 C 1 1 1 1 1,4 　自警消防団の運営を助成するものである。 ア
　平成２２年４月１日さいたま市自警消防団消防ポンプ等購
入費補助金を廃止、また、さいたま市自警消防団助成金も
平成２２年度末で廃止する。

1.0 1 1 消防総務課 ケ

通番

見直しの判断基準（メルクマール） 職員数

事業の概要
（目的・内容）

見直しの方向性 提出調書

担当局　　　消防局　　　

行革本部
の見解

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

実
施
方
法

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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見直しの方向性 提出調書

担当局　　　消防局　　　
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14 人事管理事業 0 C 1 1
　消防職員の任用、昇任・昇格、分限・懲戒等の人事管理
業務。

カ

　消防職員の能力主義・実績主義を主体とした人事管理を
行うため、より公平・公正かつ一貫した新たな昇任・昇格制
度を構築し導入する。

4.0 0.8 1 職員課 カ-4

15 職員管理厚生事業 職員安全衛生管理事業 10,310 A 1 1

　職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快
適な職場環境の形成を促進することにより、市民に安心し
て暮らせる環境を整備することを目的に、局内各安全衛生
委員会に係る産業医の選任、契約及び伝染のおそれがあ
る疾病の発生及びまん延を予防するための職員の予防接
種や道路交通法施行規則に基づく、安全運転管理者の選
任、講習会に係る事務を執行している。

カ
　現事業については、継続するものとし、局職員の健康診
断にかかる事業及びインフルエンザ予防接種に係る事業を
拡大することとする。

2.8 1 1 職員課 オ-8

16 職員研修事業 職員資格取得研修事業 1,052 C 1 1
　消防業務を遂行するうえで法令上必要となる資格および
免許を取得させる研修

カ

　消防業務を遂行するうえで、法令上必要な資格・免許の
取得するための研修であり必要不可欠である。
　なお、消防車両の運行に関しては、従来の資格に加え大
型自動車運転免許が必須となることから、関東指定都市と
同様に大型自動車運転免許等の資格取得研修を取り入れ
事業の拡大を図る。

2.6 1 1 職員課 ク-1

17 職員研修事業 職員派遣研修事業 45,973 A 1 1
　消防大学校・埼玉県消防学校等の教育機関へ職員を派
遣して、さいたま市消防職員として必要な能力を身につけ
る。

ク

　さいたま市消防職員として市民満足度を高め、より質の
高い行政サービスを提供するためには、職員一人ひとりの
能力の向上が不可欠であることから、専門的な消防大学
校、埼玉県消防学校での研修をはじめとする派遣研修は
継続的に実施することが必要である。

2.6 1 1 職員課 ク-1

18 職員人件費 職員人件費（給料）事業 4,874,756 C 1 1
　条例定数による消防職員並びに再任用職員に対する給
料を適正に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な給料
水準を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

19 職員人件費
職員人件費【職員手当等（管
理職手当）】事業

100,296 C 1 1
　消防職員に対する管理職手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

20 職員人件費
職員人件費【職員手当等（夜
間勤務手当）】事業

61,811 C 1 1
　消防職員に対する夜間勤務手当を適正に処理、執行して
いる。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

21 職員人件費
職員人件費【職員手当等（扶
養手当）】事業

223,686 C 1 1 消防職員に対する扶養手当を適正に処理、執行している。 ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

22 職員人件費
職員人件費【職員手当等（地
域手当）】事業

622,312 C 1 1
　消防職員に対する地域手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

23 職員人件費
職員人件費【職員手当等（住
居手当）】事業

136,578 C 1 1
　消防職員に対する住居手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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24 職員人件費
職員人件費【職員手当等（通
勤手当）】事業

100,621 C 1 1
　消防職員に対する通勤手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

25 職員人件費 職員人件費【共済費】事業 1,543,741 C 1 2

・職員の給与から控除した共済掛金と、さいたま市が負担
する共済負担金を埼玉県市町村共済組合へ支払う。
・再任用職員の給与から控除した社会・雇用保険料とさい
たま市が負担する再任用職員分負担金を厚生労働省・労
働局へ支払う。
・地方公務員災害補償基金へさいたま市（消防）の負担金
を支払う。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、社会一般の情勢の動向を考慮し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

26 職員人件費
職員人件費【職員手当等（休
日勤務手当）】事業

453,482 C 1 1
　消防職員に対する休日勤務手当を適正に処理、執行して
いる。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な給料
水準を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

27 職員人件費
職員人件費【職員手当等（時
間外勤務手当）】事業

379,859 C 1 1
　消防職員に対する時間外勤務手当を適正に処理、執行し
ている。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

28 職員人件費
職員人件費【職員手当等（管
理職員特別勤務手当）】事業

1,432 C 1 1
　消防職員に対する管理職員特別勤務手当を適正に処
理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な適正
な手当制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

29 職員人件費
職員人件費【職員手当等（期
末手当）】事業

1,340,970 C 1 1 消防職員に対する期末手当を適正に処理、執行している。 ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

30 職員人件費
職員人件費【職員手当等（勤
勉手当）】事業

718,898 C 1 1
　消防職員に対する勤勉手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

31 職員人件費
職員人件費【職員手当等（退
職手当）】事業

613,568 C 1 1
　消防職員に対する退職手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、社会一般の情勢の動向を考慮し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

32 職員人件費
職員人件費【職員手当等（子
ども手当）】事業

142,810 C 1 1
　消防職員に対する児童手当を適正に処理、執行してい
る。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、社会一般の情勢の動向を考慮し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

33 職員人件費
職員人件費【職員手当等（特
殊勤務手当：火災出動業
務）】事業

27,682 C 1 1
　消防職員に対する特殊勤務手当（火災出動業務）を適正
に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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34 職員人件費
職員人件費【職員手当等（特
殊勤務手当：救急出動業
務）】事業

48,800 C 1 1
　消防職員に対する特殊勤務手当（救急出動業務）を適正
に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

35 職員人件費
職員人件費【職員手当等（特
殊勤務手当：救助出動業
務）】事業

2,900 C 1 1
　消防職員に対する特殊勤務手当（救助出動業務）を適正
に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

36 職員人件費
職員人件費【職員手当等（特
殊勤務手当：火災調査業
務）】事業

1,300 C 1 1
　消防職員に対する特殊勤務手当（火災調査業務）を適正
に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

37 職員人件費
職員人件費【職員手当等（特
殊勤務手当：通信指令業
務）】事業

45,000 C 1 1
　消防職員に対する特殊勤務手当（通信指令業務）を適正
に処理、執行している。

ク

　地方公務員法により、民間給与、あるいは、国や他の政
令指定都市の状況等との均衡を図り、社会一般の情勢を
反映した適正な給与制度を維持、確保していく必要があ
る。今後も、人事委員会勧告、報告を尊重し、適正な手当
制度を確保していくこととする。

0.2 1 職員課 ケ

38 消防施設等維持管理事業 消防施設等維持管理事業 488,999 C 1 1
　消防施設等を対象に、適正な保守点検や修繕、更には改
修等を行うことにより、突発的な事故を抑制し、職場環境の
安全性を高めるもの。

ク

　市民の財産である消防施設を適切に維持管理することに
より、経年劣化に対する財産価値の保全を図るとともに、安
全性、機能性等の施設性能を常に良好な状態に維持する
ための継続事業であるが、事業費の積算に当たり、需用費
については、前年度使用実績を勘案見直しを図り、役務
費、委託料についても業務委託内容等、仕様書を見直す等
コストの削減を念頭に、常に予算の削減を図ることとする。

7.0 1 1 施設課 ク-1

39 消防施設等維持管理事業 消防団施設等維持管理事業 23,618 C 1 1
　地域住民が安心して暮らすための生活基盤を支える、消
防体制の充実強化のために欠かせない消防団の車庫・詰
所62施設を良好な状態に維持管理するために行うもの。

ク

　消防団活動等地域消防体制の強化を支援するため、車
庫・詰所の設備改善、修繕を実施し、消防団員の健全な活
動環境の整備を図るための継続事業であるが、常に内容
の見直しを図りコストの削減に努めることとする。

6.0 1 1 施設課 ケ

40 消防施設等整備事業 消防施設等整備事業 745,076 C 1 1

　消防署所の整備計画に基づく改修予定庁舎を対象に、新
耐震基準不適合な庁舎、老朽化が著しい庁舎および面的
な諸条件により移転が必要な庁舎を建替えることにより、
消防体制の充実を図るもの。

ク

　消防力の整備指針（消防庁告示）に基づき、消防署所を
適正に配置していく必要があることから、継続して事業を推
進する。　ただし、庁舎建設に当たっては、建物の長寿命化
及びランニングコストの合理化を念頭に置いた設計に努め
予算の削減を図ることとする。

2.0 1 施設課 ケ

41 消防施設等整備事業 消防団施設等整備事業 0 C 1 1

　火災をはじめ、大規模災害時等においては、各種災害資
機材の保管庫であり、地域災害活動拠点でもある消防団
車庫のうち、旧耐震基準により施工した車庫を対象に整備
事業を進める。

ク

　消防団が最大限に地域消防団活動ができるように、災害
活動拠点である車庫・詰所の計画的な建て替え等を行うこ
とにより、万全な消防体制を保持するための継続事業であ
る。旧耐震基準24施設の耐震診断を平成22，23年度に実
施し、その結果を踏まえて補強、改修又は建替等の計画を
策定、実施していく。　ただし、建替等に当たっては、建物
の長寿命化及びランニングコストの合理化を念頭に置いた
設計に努め予算の削減を図ることとする。

1.0 1 施設課 ケ

42 消防装備運営事業 消防装備運営事業 752 C 1 1

　全国消防長を集め融和協調を図り、消防の情報を交換し
て採長補短するとともに、消防制度及び技術の総合的研究
を行い、日本消防の健全なる発展に寄与することを目的と
している。

オ

　全国消防長会技術委員会の事業内容は消防機械器具、
装備及び通信に関する総合的な研究を行い、全国消防機
械を支える役割を担っているが、委員会の運営等は消防長
会事業と類似するものである。今後、組織内で調整し、効
果･効率的な運営手法の検討を進めていく。

1.5 1 施設課 オ-9

43 消防装備等維持管理事業 消防装備等維持管理事業 133,328 C 1 1
　消防車両及び資機材について、不測の災害に備え迅速
確実に対応できるように、常に良好な状態を保つため維持
管理を行うもの。

ク

　市民生活の安心安全を確保するため、消防車両及び資
機材を万全な体制で保持する継続事業である。
また、職員自ら点検整備に着手し、更なる経費の削減に努
める。

6.0 1 施設課 ク-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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44 消防装備等維持管理事業 消防団装備等維持管理事業 10,483 C 1 1
消防団車両及び資機材について、不測の災害に備え迅速
確実に対応できるように、常に良好な状態を保つため維持
管理を行うもの。

ク

　市民生活の安心安全を確保するため、消防団車両及び
資機材を万全な体制で保持する継続事業である。
　また、団員自ら点検整備に着手し、更なる経費の削減に
努める。

5.5 1 施設課 ケ

45 消防装備等整備事業 消防装備等整備事業 585,834 C 1 1
　老朽化及び法的規制（Nox・Pm法）を受けた消防車両を計
画的に更新する。

ク

　緊急消防援助隊設備整備費補助金とは、緊急消防援助
隊に登録している車両部隊のみ、国が定めた基準額の１/
２の補助金が充当できる要綱である。ついては、当市の財
政面の軽減を配慮するため、緊急消防援助隊への登録部
隊の増隊要望をして、緊急消防援助隊設備整備費補助金
を活用し、継続的に市民の安心・安全を確保するための消
防力の充実強化を図る。また、コスト削減を念頭に、既存の
使用できる資機材を有効利用した車両の整備に務める。

1.5 1 施設課 ク-1

46 消防装備等整備事業 消防団装備等整備事業 58,028 C 1 1
老朽化及び法的規制（Nox･Pm法）を受けた消防団車両を
計画的に更新する。

ク

　62消防団車両のうち法的規制（Nox・Pm法）に該当する車
両は、平成23年度から平成25年度まで7台の更新計画であ
り、この法的規制に該当する車両の更新が終了する平成
25年度までは継続的に消防団の充実強化を図るもので
す。また、コスト削減を念頭に、既存の使用できる資機材を
有効利用した車両の整備に務める。

0.5 1 施設課 ケ

47 災害対策事業 災害対策事業 300 C 1 1
　地震等大規模災害発生時において、緊急消防援助隊とし
て本市から派遣部隊が出動、被災地において救助活動等
活動部隊の活動支援のため。

ク

　地震等大規模災害発生時において、緊急消防援助隊とし
て本市から部隊の派遣に際し、諸準備の迅速性を図る必
要性から、被災地において現金払いが必要となる、消防車
両等への燃料補給のための燃料費について、年度当初に
確保しておくものであり、今後とも継続が必要である。

1.7 1 警防課 ク-1

48 警防業務推進事業 警防業務推進事業 35,763 C 1 1

　複雑多様化する災害に対応しうる精鋭な消防隊員等を育
成し、部隊活動の強化を図るとともに、各種機材の点検・整
備により、消防活動に必要な資機材を常時使用可能な態
勢を整え、迅速な消防活動を遂行する。

ク

　各種機材の点検・整備により、複雑多様化する災害活動
に対応するため、機材を常時使用可能な態勢を整え、迅速
な消防活動を遂行するとともに、職員の技術、技能の向上
を目指すため、広域応援訓練をはじめ、各訓練に参加する
ための諸経費であり、今後も継続が必要である。

707.7 1 1 警防課 イ-1

49 消防水利整備事業 消防水利整備事業 81,438 C 1 1

　市民の生命及び財産を火災から守るために、消防水利の
不足している地域を解消し、震災時等においても適切に機
能する水利の確保を図る。また、設置されているすべての
消防水利を常時使用できるように維持管理を行う。

ク
　根拠法令に基づき市町村消防における消防水利の整備
及び維持・管理を適切に実施し、継続していく。

3.7 1 1 警防課 イ-1

50 救急業務推進事業 救急業務推進事業 35,649 C 1 1
　急病、交通事故及び災害事故等で緊急に医療機関へ搬
送する必要がある傷病者に、現場並びに救急自動車内で
必要な応急処置を施し医療機関へ迅速に搬送する。

ク
　緊急に医療機関へ搬送する必要がある傷病者を、適切な
医療機関へ迅速に搬送するため今後も必要な事業であ
る。

171.7 1 1 救急課 ク-1

51 救急業務推進事業 救急需要対策事業 232 C 1 1

　平成１７年に救急出場件数が５万件を超えたことから、救
急自動車を真に必要とする市民の救命効果に影響がでる
ことが危惧されたため、平成１９年１２月に「救急需要対策
行動計画」を策定し、社会的に不適正な利用者への対応、
救急医医療情報の活用及び患者等搬送時業者の効率的
な活用等を推進し、市民の尊い命を守る本来の救急業務
を市民へ公平に提供する。

ク

　救急需要対策行動計画の内容を救急統計やアンケート
調査等を活用し見直しを行い、真に緊急を要する傷病者に
対し、市民の尊い命を守る本来の救急業務を市民へ公平
に提供するために継続していく。

0.5 1 救急課 オ-10

52 救急業務推進事業 新型インフルエンザ対策事業 0 C 1 1
　強毒性新型インフルエンザの発生時の消防・救急機能の
維持を図るため、救急隊員及びポンプ隊員用に整備した感
染防止用資器材等の更新及び維持管理を行なう。

ク

　今後発生しうるH1N1の第２波及び強毒性の新型インフル
エンザ発生時に即時対応するため、救急隊員及び消防隊
員の感染防止対策の徹底を期するため、資器材の更新及
び配備資器材の維持計画が必要である。

0.3 1 救急課 オ-8

53 救急高度化推進事業 応急手当普及啓発推進事業 5,507 C 1 1

　市民に対する救命率や自主救護能力の向上並びに救急
業務に対する理解と協力関係を深めることを目的に、応急
手当普及啓発の推進を図る。世帯一人の救命講習受講者
を目標として講習会を継続開催する。また、事業所等の応
急手当普及啓発活動の推進を図る。

ク

　救命効果や自主救護能力の向上については、応急手当
の正しい知識・技術を市民一人ひとり習得することが大切
なことであり、増加する救急要請を踏まえ、救命活動を主
眼とする救急隊を確保するため、将来的には各消防署所で
対応している講習会を廃止し、再任用職員等を活用した講
習会の対応について見直すべきである。

262.0 7.0 1 救急課 オ-10

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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54 救急高度化推進事業 ＡＥＤ整備推進事業 4,398 C 1 1
　　市民の安心安全を確保するため、各消防署所及び消防
ポンプ車に自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を
設置する。

ク
　救急現場での活動及び付近住民の活用などにより、救命
率を向上させる本事業は、市民の安心安全を確保するた
めに必要な事業である。

6.3 1 救急課 ク-1

55 救急高度化推進事業
メディカルコントロール体制推
進事業

15,604 C 1 1
　救急隊員の資質の向上を図るため、救急救命士を含む
救急隊員に対する研修や病院研修を含む各種救急隊員再
教育研修を実施する。

ク

　市民の尊い命を救う救命活動には、日進月歩の救急医
学に対する、知識･技術の習得が必要であり、救急救命士
を含む救急隊員への継続した教育が、必要不可欠である。
また、良好な救急活動を遂行するには、メディカルコント
ロール体制を更に充実させる必要があり、そのためにも必
要な事業である。

4.0 1 1 救急課 イ-4

56 指令業務推進事業 指令業務推進事業 12,062 C 1 1
　災害通報を受信し、迅速、的確な出場指令を行うととも
に、収集した情報を基に活動隊が円滑に業務が遂行できる
ように支援を行う。

ク

　災害の入電から、活動隊への速やかな情報伝達は消防
活動の根幹を成すもので必要不可欠事業である。しかし、
消防隊への伝達方法であるアナログ無線の使用期限が平
成28年5月末日までと決められたことから、デジタル化まで
の間、消防局で保有する無線局を効率的に維持管理し、市
費負担が生じないように事業を実施する。

33.0 1 指令課 ク-1

57 指令業務推進事業 署活動用無線整備事業 6,935 C 1 1

　災害現場において活動隊の円滑な情報伝達が行えること
を目的として、老朽化した無線機を計画的に更新整備を行
う。

ク

　災害現場における隊員個々への情報伝達は、活動上の
安全を確保する上でも必要不可欠で、又署活無線は本市
が地震等の被災時において、最も有効な通信手段であるこ
とから、継続する事業であるが、市費負担を軽減するため
にリース契約にて計画的に事業を実施している。

33.0 1 指令課 ク-1

58 指令業務推進事業
消防緊急情報システム整備
事業

612,766 C 1 1

　円滑かつ万全な消防活動を行うため、消防業務の基幹と
なっている消防緊急情報システム（指令管制・支援情報・高
所カメラ・衛星通信）を常時安定稼働、維持管理及び最適
化を図る。

ク
　消防活動の根幹を成す整備事業のため継続とする。今後
も最小限のコストで最大限の成果を上げられるよう努力す
る。

3.0 1 1
指令課
情報システ
ム推進室

ク-1

59 火災予防推進事業 火災予防推進事業 2,661 C 1 1
 市民に火災予防等の啓発及び事業所等における防火管
理体制の強化を図るため、秋・春季火災予防運動や消防
訓練指導等を実施し、火災予防を推進する。

ク

　複雑多様化する災害に対し、火災予防の推進は市民の
安心・安全の確保に必要な事業である。今後、事務の効率
化を図るとともに、新たな施策等を企画し、より効果的な事
業展開に努める。

22.0 1.0 1 1 予防課 オ-10

60 火災予防推進事業 消防フェア事業 1,900 C 1 1

 市民と消防の連携を図るとともに、火災予防の普及啓発に
努め円滑な消防行政を目指すため、年１回秋に開催してい
る。
 実施内容は、消防車両展示、消防用資器材等及び地震体
験車を活用した各種体験コーナー、住宅用防災機器の展
示やプロスポーツ選手等による一日消防署長を実施してい
る。主催は、さいたま市消防フェア協議会を設置し、運営し
ている。

ク

　年々、来場者が増加しており、目標を大きく上回り成果を
あげている。市民の関心が非常に高いイベントであり、市民
の防火意識の高揚を図る場として、地域関係団体・企業と
連携を取りながら、官民一体となり実施する。

2.0 1 1 予防課 オ-10

61 火災予防推進事業 消防広報事業 677 C 1 1

　市民に消防を正しく理解してもらうため、パブリシティを活
用した広報を積極的に実施、また、市民ニーズに応じたパ
ンフレット等を作成・活用した広報を実施する。
　市民からの広聴事案を分析し、消防行政に反映していく。
　報道機関への対応について、迅速・正確な執行体制を図
る。

オ

　社会環境の変化により、パブリシティを活用した広報活動
と、報道機関に積極的な情報提供の必要性が高まるととも
に、市民ニーズの変化に対応した、情報提供を行う。また、
災害現場での報道対応を始め、消防局の広報執行体制の
明確化を図るため、研修等を活用した、職員の教育を行う
必要がある。

1.0 1 予防課 ウ-3

62 火災予防推進事業 住宅防火対策推進事業 2,610 C 1 1

高齢化社会の進展とともに、住宅火災による死者の増加が
懸念される中、法令により設置が義務付けられた住宅用火
災警報器の設置普及をはじめとした各種防火対策を積極
的に推進し、火災予防思想の啓蒙並びに火災による被害
の軽減を図るもの。

ク

今後も高齢化の進展や社会情勢の変化に伴い、住宅火災
件数及び死傷者の増加が懸念されることから、住宅火災防
止対策については、市民への防火意識の高揚、並びに地
域との連携により積極的に実施する必要がある。

1.4 1 予防課 ウ-3

63 火災予防推進事業 消防音楽隊事業 4,293 C 1 1

コンサートの開催や市の行事へ参加により、消防音楽隊の
演奏を通じて市民に対する消防への親しみと理解を求める
とともに、市民への火災予防をはじめとした様々な消防行
政に対する広報活動を実施するもの。

オ
消防音楽隊については、消防職員が通常業務と兼任で実
施しており、市民と消防の接点として今後も現状を維持しな
がら活動を行う必要がある。

31.7 1 予防課 イ-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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64 火災予防推進事業 防災展示ホール運営事業 3,816 C 1 1

防災展示ホールは、災害に強いまちづくりのために、各種
防災体験施設や展示物を通じて、多くの市民が地震や火
災等の災害予防対策について、楽しみながら学習してもら
える場として運営を行っている。

ク

防災学習施設は県内においても数が少ない中で、当施設
は市民にとって身近にあり利用しやすく、また、児童への防
火・防災教育の場として大きな役割を果たしていることから
も、既存の設備を更新しながら施設の維持を図る必要があ
る。

0.7 3.5 1 予防課 ク-1

65 火災予防推進事業 少年消防団育成事業 550 C 1 1

市内の小学４年生から６年生を対象として、火災をはじめ
地震やその他の災害に対する知識と団体生活を通じての
規律礼節等を身につけてもらい、将来に向けての防火防災
意識の高揚を図るため、様々な研修を実施している。
なお、組織の母体は「さいたま市少年消防団育成会」で主と
して民間人が役員として構成されている。

ク

少年消防団は、子供たちに対する防火防災意識の高揚を
図るとともに、団体生活を通じて規律や礼節を学ぶ、本市
にとって唯一の場であり、今後も組織の母体である少年消
防団育成会を主に、子供たちに対する育成を図ることは意
義のあることである。

1.7 1 1 予防課 オ-8

66 火災予防推進事業 火災調査事業 6,418 A 1 1
　火災の原因を究明するとともに、火災によって生じた損害
などの調査を行い、その結果を消防対策や火災予防対策
に反映させ、市民の安心・安全の確保を図る。

カ

　火災の調査書類が、情報公開請求や訴訟の資料として
照会されるケースが増えており、法令義務である火災調査
の原因特定には、今まで以上の科学的根拠に基づいた判
定が求められている。よって、火災調査体制の充実・強化
を図り、類似火災を防止して、市民の安心・安全を確保する
ためにも調査用資機材の更なる整備が必要である。（法律
により義務付けられた事業であり、本市の裁量で事業を廃
止することはできない。）

24.0 1 予防課 ク-1

67 予防規制等推進事業 査察事業 1,350 C 1 1

　消防法に基づく立入検査権を行使し、学校、病院、工場、
デパートなどの建物や、ガソリンスタンドなどの危険物を取
扱う施設などに立ち入り、消防用設備等の設置、維持管理
状況や施設の構造、設備の管理状況などについて、検査を
行い、消防法令違反や火災危険の状況を関係者に指摘
し、さらに是正指導を行い、災害の未然防止と被害の軽減
を図っている。

ク

　消防法を根拠とし、年間査察計画により重点的、かつ効
果的査察執行に努めている。今後も査察による法令違反
の是正及び火災危険を排除することにより、火災の未然防
止と被害の軽減を図るため事務を継続するとともに、建築
物の高層化、多様化など年々変化する社会情勢に応じた
査察執行方策について検討し、毎年度、年間査察計画に
ついて見直しを図っていく必要がある。

128.0 2.0 1 査察指導課 ク-1

68 予防規制等推進事業 消防同意事業 655 A 1 1

　消防法に基づき、建築物の新築等の許可、認可若しくは
確認の権限を有する行政庁等に対して、消防機関が、防火
の専門家としての立場から、建築物の新築等の計画の段
階で防火上の観点からチェックし、予防行政の目的を達成
しようとするものである。

ク

　消防法に基づき、特定行政庁及び建築主事等に対し、消
防機関の専門的見地から建築確認申請等に対する防火に
関する規定について適合性の審査を適正に実施する必要
がある。
　（法律により義務付けられた事業であり、本市の裁量で事
務を廃止することはできない。）

5.0 1 査察指導課 ク-1

69 予防規制等推進業務 危険物製造所等規制事業 1,053 A 1 1
　消防法第１０条及び１１条の規定に基づき、危険物施設
の位置・構造・設備と危険物の貯蔵取扱いに関する規制事
務を行う。

ク

　消防法に基づき、危険物施設の位置・構造・設備と危険
物の貯蔵取扱いに関する許可、認可等の規制事務を適正
に実施する必要がある。
　（法律により義務付けられた事業であり、本市の裁量で事
務を廃止することはできない。）

4.0 1 査察指導課 ク-1

70 予防規制等推進業務
液化石油ガス・高圧ガス・火
薬類規制事業

30 B 1 1

　公共の安全を確保するため、液化石油ガス等及び火薬
類の消費取扱いに関する規制事務を行う。
　（埼玉県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条
例に基づく移譲事務である。）

ク
　液化石油ガス等及び火薬類の消費取扱いに関し、適正に
県条例の移譲規制事務を実施する必要がある。 1.0 1 査察指導課 ク-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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